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令和５年那審第８号 

裁    決 

作業船Ａ乗揚事件 

  

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 三級海技士（航海） 

  

 本件について、当海難審判所は、理事官中山国夫出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

  

主    文 

  

 受審人ａを戒告する。 

  

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和５年３月１２日０９時００分 

 沖縄県金武中城港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 作業船Ａ 

  総 ト ン 数 ２７トン 

  全   長 １７.００メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出   力 ４４１キロワット 
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３ 事実の経過 

 (1) 設備及び性能等 

   Ａは、平成５年５月に進水し、航行区域を平水区域とする、２機

２軸２舵を備えた鋼製の作業船兼交通船で、船体中央部の上甲板に

操舵室を配し、同室前面窓中央部に接して後方の状況を画面に映す

ことができる監視装置、ＧＰＳプロッター及び国際ＶＨＦ無線電話

装置を、同無線電話装置後方に操舵スタンドを、同スタンド右舷側

に機関遠隔操縦装置等が組み込まれたコンソールを装備し、操舵室

右舷後部に縦長の椅子を設け、上甲板前部下方に調理室及び海図Ｗ

２２８Ｂ金武中城港中城湾（分図）徳仁港等の海図を常備した船員

室をそれぞれ区画していた。 

   速力は、安全管理規程の速力一覧表によると、極微速力前進が機

関回転数毎分（以下「回転数」という。）４００の２ノット、微速

力前進が回転数８００の４ノット、半速力前進が回転数１,０００

の６ノット、全速力前進が回転数１,３００の１２ノットであった。 

   操縦性能は、操縦性能表によると、喫水が船首０.７００メート

ル船尾１.９４５メートル、排水量が５６.００７トンの状態の場合、

１０.０１ノットの速力で前進中に左舵３５度又は右舵３５度とし

て３０度回頭に要する時間が左右とも７秒、９０度回頭に要する時

間が左右とも１４秒、１８０度回頭に要する時間が左右とも２１秒、

旋回径が左右とも約３８.７５メートル、同状態で全速力前進中に

全速力後進を発令して船体が停止するまでの所要時間が１８.２秒

であった。 

 (2) 金武中城港の状況 

   金武中城港は、沖縄県沖縄島東岸に位置し、南半分を占める中城

湾及び北半分を占める金武湾に分かれており、係船施設として岸壁
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のほか、シーバース、火力発電所の専用桟橋、小型船艇用の桟橋及

び物揚場などがそれぞれ設けられていた。また、Ａは、金武湾東部

に当たる、沖縄県平安座島北岸に設けられた桟橋を係留地としてい

た。 

   金武湾南部には、沖縄県勝連半島東岸と平安座島西岸との間の堤

防上に全長約５,０００メートルの東西方向に延びた海中道路が造

られており、海中道路西部に橋長２８０メートルの平安座海中大橋

が、同大橋から南方約１,０００メートルに当たる、同県藪地島西

岸と勝連半島東岸との間に橋長１９８メートルの藪地大橋がそれぞ

れ架けられていた。 

   そして、海中道路南側、勝連半島東岸、藪地島北岸及び平安座島

南岸に囲まれた水域（以下「藪地島北方水域」という。）には、ウ

ラムトウと称される水深の記載のない干出浜（以下「藪地島北方水

域の浅所」という。）が海図Ｗ２２８Ｂ金武中城港中城湾（分図）

徳仁港に示されていた。 

 (3) ａ受審人の経歴等 

   ａ受審人は、（一部省略）、Ｘ社が運航する各船舶に甲板員とし

て乗り組み、主に金武中城港に入港する大型船舶の綱取り業務及び

同港に設けられた係船施設に係留中の各船舶への通船業務に従事す

る傍ら、同２０年１１月に現有免許を取得して船長職に就き、令和

元年頃から陸上勤務も兼ねるようになり、１か月に約５回の割合で

Ｘ社が運航する各船舶に船長として乗り組んでいたもので、金武中

城港の水路事情及びＸ社が運航する各船舶の操縦性能を把握してい

た。 

   また、ａ受審人は、長年、綱取り業務及び通船業務に従事してい

ることから、金武中城港で見掛ける小型船舶よりＡの喫水が深いこ
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とも、藪地島北方水域の海底地形図及び水深が同船のＧＰＳプロッ

ターに表示されないことも、藪地島北方水域の水深がＡに常備する

海図に記載されていないこともそれぞれ認識していたなかで、Ｘ社

が運航する大型曳
えい

船に船長として乗り組み、同船における各検査の

受検に伴う入渠の目的で、金武湾から金武中城港東方沖合を経由し

て沖縄島南部西岸に位置する、沖縄県糸満漁港に至るまでの間の回

航経験を豊富に有していた。 

 (4) 事実の経過 

   Ａは、回航に伴い臨時検査を受検し、令和５年２月２０日航行区

域を限定沿海区域の、沖縄県うるま市から同県糸満市に至るまでの

間における臨時変更証の交付を受け、ａ受審人ほか２人が乗り組み、

定期検査の受検による入渠の目的で、船首１.０メートル船尾１.８

メートルの喫水をもって、翌３月１２日０８時３０分平安座島北岸

の桟橋を発し、糸満漁港に所在する造船所に向かった。 

   ところで、ａ受審人は、Ａを操船して金武中城港の金武湾から糸

満漁港に向かう際、昼間の金武中城港の満潮時刻に合わせて発航し、

同湾南部に至ったところで、うるま市に所在する標高４２.８３メ

ートルの四等三角点高藪地付近に当たる、藪地島西部の丘付近を船

首目標として速力を減じ、平安座海中大橋下方水域を航過して藪地

島北方水域に進入したのち、藪地島北岸及び藪地大橋との接近状況

を目測しながら藪地大橋下方水域に向けて右転し、藪地島北方水域

及び藪地大橋下方水域をそれぞれ通航して中城湾に至り、同湾から

沖縄島南岸に沿って航行したことがあった。 

   ａ受審人は、機関長に機関室の見回り点検を指示するなか、ＧＰ

Ｓプロッターを作動させて操舵スタンド後方で操船に当たり、新人

教育の一環として乗り組ませた海技免許を受有する甲板員を同スタ
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ンド左舷側に立たせて自らの操船の様子を見学させるとともに、同

甲板員に対して口頭により金武中城港を航行する際の注意事項の説

明を兼ねながら左舷船首方に金武中城港沖縄出光灯標を目視して航

行した。 

   ａ受審人は、０８時３５分少し前金武中城港浜地区防波堤灯台

（以下「浜地区防波堤灯台」という。）から３３９.５度（真方位、

以下同じ。）２.１６海里の地点に達したとき、藪地島北方水域に

進入すると、ＧＰＳプロッター及び常備する海図では海底の状況を

確かめることができないことを承知していたが、経験から藪地島西

部の丘付近を船首目標として操船に当たれば何とか藪地島北方水域

を通航することができて航行時間の短縮を図れるものと思い、金武

湾から金武中城港東方沖合を経由するなど、針路の選定を適切に行

わなかった。 

   こうして、ａ受審人は、金武湾南部に至り、０８時５２分半僅か

前浜地区防波堤灯台から２７５.５度１.９２海里の地点で、藪地島

西部の丘付近に向けて針路を１６９度に定め、３.０ノットの速力

（対地速力、以下同じ。）に減じ、手動操舵によって進行した。 

   ａ受審人は、平安座海中大橋下方水域を航過して藪地島北方水域

に進入したのち、藪地島北岸及び藪地大橋との接近状況を目測する

なか、藪地大橋下方水域に向けて右転する時機を見計りながら続航

し、０９時００分浜地区防波堤灯台から２６４.５度１.８４海里の

地点において、Ａは、原針路及び原速力で、藪地島北方水域の浅所

に乗り揚げた。 

   当時、天候は晴れで風力４の東風が吹き、潮候はほぼ高潮時にあ

たり、視界は良好であった。 

   ａ受審人は、機関を後進にかけて自力離礁し、船体への浸水状況
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及び乗組員の安全確認を行ったのち、糸満漁港に入港した。 

   乗揚の結果、両舷推進器翼に欠損、船尾部船底外板に擦過傷を生

じたが、後に修理された。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件乗揚は、金武中城港において、平安座島北岸の桟橋を発して糸満

漁港に向かう際、針路の選定が不適切で、藪地島北方水域に進入したこ

とによって発生したものである。 

 ａ受審人は、金武中城港において、平安座島北岸の桟橋を発して糸満

漁港に向かう場合、藪地島北方水域に進入すると、ＧＰＳプロッター及

び常備する海図では海底の状況を確かめることができないことを承知し

ていたから、金武湾から金武中城港東方沖合を経由するなど、針路の選

定を適切に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、経験から藪地

島西部の丘付近を船首目標として操船に当たれば何とか藪地島北方水域

を通航することができて航行時間の短縮を図れるものと思い、針路の選

定を適切に行わなかった職務上の過失により、藪地島北方水域に進入し

て藪地島北方水域の浅所に乗り揚げる事態を招き、船体に損傷を生じさ

せるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

  

 よって主文のとおり裁決する。 

  

   令和６年１月１８日 

     門司地方海難審判所那覇支所 

          審 判 官  永  木  俊  文 


